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（改善事項） 創成科学研究科 地域創成専攻（Ｍ），臨床心理学専攻（Ｍ），理工学専攻（Ｍ），

生物資源学専攻（Ｍ） 

１０．＜教育方法の説明が不十分＞ 

「データサイエンス」については，研究科の全学生が受講する科目であるが，具体的な授業方法，

例えば，どの様にグループ分けを行うのか等の説明が十分ではないため説明を充実させること。 

【４専攻共通】 

（対応） 

以下の内容により「設置の趣旨等を記載した書類」を修正する。 

 

研究科全学生を対象とした基盤教育科目として，「データサイエンス」（必修２単位）を開設し，

授業の前半（９回）ではデータサイエンスに関わる専門用語，考え方及び主な手法等理論と技術の

解説を行い，後半（６回）では，文系・理系の学生が混在したグループ学習の形で，データ分析の

プロセスを演習形式で学ばせる。 

前半の授業は受講生全体をほぼ同じ人数となるように各クラス 110 名～140 名程度の３クラスに

分け，技術用語，考え方及び主な手法等について同じ内容を学ぶ。これによって最低限の知識を共

有した上で後半の演習に臨む。ただし，学部時代に数学を学んだ学生にとっては，それらの内容は

数式を用いて説明した方が習得しやすい。その一方で，学部時代に数学を学んでいない学生にとっ

ては，数式を用いて説明されると習得は難しい。そこで，３クラスの中で１クラスは学部時代に数

学を学んでいない学生で編成し，数式をできる限り使わずに講述する。残りの２クラスは理工学部

学生を中心に編成し，数式を使って講述する。 

後半の演習は全学生をランダムに１クラス 40名程度の９クラスに分けた後，それぞれ専攻やコー

スが異なる５～６人程度のグループに分けて演習形式で行う。この演習ではデータ探索の重要性，

可視化の効果，分析ツールの選択と利用方法について説明した上で，グループごとに現実のデータ

分析に取り組み，ディスカッションを通じてデータから新たな知見を導出するプロセスを体験する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（64ページ） 

新 旧 
（64ページ） 

② 研究科共通科目 

（中略） 

ア．研究科基盤教育科目 

研究科全学生を対象とした基盤教育科目とし

て，「データサイエンス」（２単位必修）を開設

する。データ処理に関する基礎知識・技能，と

りわけ統計処理に関する素養は，文系・理系を

問わず，全ての研究分野，また実社会において

必要性が増している。授業の前半（９回）では

データサイエンスに関わる理論と技術の解説を

行い，後半（６回）では，文系・理系の学生が

（53ページ） 

② 研究科共通科目 

（中略） 

ア．研究科基盤教育科目 

研究科全学生を対象とした基盤教育科目とし

て，「データサイエンス」（２単位必修）を開設

する。データ処理に関する基礎知識・技能，と

りわけ統計処理に関する素養は，文系・理系を

問わず，全ての研究分野，また実社会において

必要性が増している。授業の前半（９回）では

データサイエンスに関わる理論と技術の解説を

行い，後半（６回）では，文系・理系の学生が
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混在したグループ学習の形で，データ分析のプ

ロセスを演習形式で学ばせる。 

前半の授業は受講生全体をほぼ同じ人数とな

るように各クラス110名～140名程度の３クラス

に分け，技術用語，考え方及び主な手法等につ

いて同じ内容を学ぶ。これによって最低限の知

識を共有した上で後半の演習に臨む。 

後半の演習は全学生をランダムに１クラス 40

名程度の９クラスに分けた後，それぞれ専攻や

コースが異なる５～６人程度のグループに分け

て演習形式で行う。この演習ではデータ探索の

重要性，可視化の効果，分析ツールの選択と利

用方法について説明した上で，グループごとに

現実のデータ分析に取り組み，ディスカッショ

ンを通じてデータから新たな知見を導出するプ

ロセスを体験する。 

 

混在したグループ学習の形で，データ分析のプ

ロセスを演習形式で学ばせる。 
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（改善事項） 創成科学研究科 地域創成専攻（Ｍ），臨床心理学専攻（Ｍ）， 

生物資源学専攻（Ｍ） 

１１．＜教育方法が不明確＞  

多数の科目を配置しているが，どの様な時間割でどの教室で行うのかを実現可能性を明確にして

説明すること。【地域創成専攻及び生物資源学専攻と共通】 

（対応） 

 以下の内容を，「設置の趣旨等を記載した書類」の「６．教育方法，履修指導，研究指導の方法

及び修了要件」「（２）専攻毎の教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件」「②臨床心理

学専攻」の「イ．履修指導」の部分に，「時間割編成の考え方」として追記することで対応する。 

 

 研究科共通科目・専攻基盤科目・専攻専門科目・学位論文指導科目を挿入する形で地域創成専攻の

時間割を作成した。総合科学部および教養教育院の授業時間割とも照合した上で，教室の対応も含め

問題なく関連授業が開講できることが確認された。 

研究科共通科目のうち，あらかじめ受講者数が多いと予想される授業（国際協力論，グローバル社

会文化論，科学技術論Ａ～Ｅ）については，理工学部キャンパスの共通講義棟の教室も含め，大規模

教室を割り当てて対応する。専攻基盤科目，及び学位論文指導科目のうち「領域横断セミナー」，専

攻専門科目の受講者は数名～最大十数名程度と考えられ，現有のゼミ室・教室で十分対応できる。な

お，授業運営や教育効果に支障をきたすおそれがある場合，他専攻からの受講希望者については受講

者数を制限することがある。 

他専攻提供の教育クラスター科目は，他専攻の時間割に基づき，他専攻の教室や研究室で開講され

る。各クラスターには多くの分野横断的科目が設定されており，また本専攻の入学定員は 16名である

ことから，他専攻の特定の教育クラスター科目に多くの受講者が集中することはない。なお，本専攻

では，履修を推奨する教育クラスター，教育クラスター科目を設定しているが，本専攻の開講科目と

学生が履修を希望する他専攻提供の教育クラスター科目の開講時間を調整することで，スムーズな履

修が行えるようにする。 

学位論文指導科目の「臨床心理学特別演習」については，担当教員と受講者が相談の上，適宜開講

日時を決定し，基本的に各教員研究室で開講する。そのため，開講曜日・講時や教室割り当ての上で

の問題は生じない。 

なお，受講者（とくに社会人学生等）の都合を踏まえ，相談の上，必要があれば授業の開講曜日・

講時を変更する等の対応をとり，学生主体の柔軟な履修計画が立てられるよう配慮する。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（142ページ） 
新 旧 

（142ページ） 

イ．履修指導 

（ア）履修指導の方法 

４月上旬に専攻の入学者全員を対象としたオ

リエンテーション・履修ガイダンスを開き，専

攻の教育理念，教育課程の編成，研究指導の方

（116ページ） 

イ．履修指導 

 

４月上旬に専攻の入学者全員を対象としたオ

リエンテーション・履修ガイダンスを開き，専

攻の教育理念，教育課程の編成，研究指導の方
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法とスケジュール，研究科京津科目の履修方法，

履修モデルと具体的な履修プランの設計，履修

登録の方法等について丁寧な説明を行う。 

（中略） 

前期末・後期末に指導教員は指導学生の成績

（単位取得状況）を確認し，適切な履修指導を

行う。 

（イ）時間割編成の考え方 

以下のように，学生の想定される受講状況を

踏まえ，専攻の時間割や教室の割り当てを設定

する。 

研究科共通科目のうち，あらかじめ受講者数

が多いと予想される授業については，理工学部

キャンパスの共通講義棟の教室も含め，大規模

教室を割り当てて対応する。学位論文指導科目

のうち「臨床心理分野横断セミナー」の受講者

数は，最大でも本専攻の入学定員（12 名）程度

であることから，ゼミ室・小規模教室を割り当

てる。 

専攻専門科目は，前期・後期のそれぞれにバ

ランスよく開講する。同科目の受講者は，教育

クラスター科目として他専攻から受講を希望す

る学生を含めても数名～十数名程度と考えら

れ，現有のゼミ室・教室で十分対応できる。な

お，授業運営や教育効果に支障をきたすおそれ

がある場合，他専攻からの受講希望者について

は受講者数を制限することがある。 

他専攻提供の教育クラスター科目は，他専攻

の時間割に基づき，他専攻の教室や研究室で開

講される。 

学位論文指導科目の「臨床心理学特別演習」

については，担当教員と受講者が相談の上，適

宜開講日時を決定する。受講者は各教員の指導

学生数名と考えられ，基本的に各教員研究室で

開講する。 

なお，受講者（とくに社会人学生等）の都合

を踏まえ，相談の上，必要があれば授業の開講

日時を変更する等の対応をとり，学生主体の柔

軟な履修計画が立てられるよう配慮する。 

法とスケジュール，研究科京津科目の履修方法，

履修モデルと具体的な履修プランの設計，履修

登録の方法等について丁寧な説明を行う。 

（中略） 

前期末・後期末に指導教員は指導学生の成績

（単位取得状況）を確認し，適切な履修指導を

行う。 
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（是正事項） 創成科学研究科 臨床心理学専攻（Ｍ） 

１２．＜教員負担の適切性が不明確＞ 

実習科目が多く，14条特例も実施する計画であるため，教員に過度の負担があり教育効果に影響

をきたす恐れがあるため，教員の負担が過度ではないことを説明すること。その際に，教員の一番 

忙しい時期のスケジュールを（学部教育を含む）示すこと。実習指導についてもどのように行うの

かを明確にしつつ，実習指導への配慮も明確にすること。 

（対応） 

教員の一番忙しい時期のスケジュールにおいても，５コマ分の研究時間，講義や校務の準備等の時

間を確保することが可能である旨を「設置の趣旨等を記載した書類」に追加し，参考として別紙資料

を添付した。 

【補足説明】 

教員が一番忙しい時期のスケジュールでは（次ページ資料参照），前期は，講義・演習・実験実習

が週に６コマ，卒業論文指導，修士論文指導が週に３コマ，実習の巡回指導が週に１コマ，相談室実

習のスーパーバイズが週に１コマ，相談室実習のカンファレンスが週に２コマ，教授会等の会議が週

に４コマあり，週に合計 17コマ分の負担がある。後期は，講義・演習・実験実習が週に４コマ，卒業

論文指導，修士論文指導が週に３コマ，実習の巡回指導が週に１コマ，相談室実習のスーパーバイズ

が週に１コマ，相談室実習のカンファレンスが週に２コマ，教授会等の会議が週に４コマあり，週に

合計 15コマ分の負担がある。１日に最大５コマ担当できるとすると，１週間に担当できる 25コマ中，

前期は８コマ，後期は１０コマ分の剰余のコマがあり，１週間で，研究に４～６コマ，授業の準備に

２コマ，委員会の準備に２コマ分の時間を使うことができる。 

 

新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（186ページ） 
新 旧 

（192ページ） 

（２）臨床心理学専攻 

  （中略） 

④ 教員の負担の程度 

社会人学生を指導する教員に対しては,学

部・大学院の開講科目全体の中で授業負担の調

整を図るとともに,当該教員の希望を踏まえ授

業担当曜日や開講時間の調整を行うなどして,

教員に過度な負担が生じないよう配慮する。土

曜に授業を開講する場合、振替休日制度を利用

する。 

また,教員の一番忙しい時期のスケジュール

についても，５コマ分の研究時間，講義や校務

の準備等の時間を確保することが可能である。 

心理資料 24 教員の巡回指導体制・教員のス

ケジュール 

（161ページ） 

（２）臨床心理学専攻 

  （中略） 

④ 教員の負担の程度 

社会人学生を指導する教員に対しては,学

部・大学院の開講科目全体の中で授業負担の調

整を図るとともに,当該教員の希望を踏まえ授

業担当曜日や開講時間の調整を行うなどして,

教員に過度な負担が生じないよう配慮する。土

曜に授業を開講する場合、振替休日制度を利用

する。 
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（是正事項） 創成科学研究科 地域創成専攻（Ｍ），臨床心理学専攻（Ｍ），理工学専攻（Ｍ），

生物資源学専攻（Ｍ） 

１３．＜教授会の説明が不十分＞ 

研究科としての組織が大きくなったことにより，教授会の規模が大きくなり，専攻毎の教授数に

大きな差が生まれることで，各専攻の意見が研究科教授会において適切に反映されない懸念がある

ため，教授会の運営方針等を示して適切に説明すること。【４専攻共通】 

（対応） 

  教授会の運営方針を見直し，以下の内容により「設置の趣旨を記載した書類」，「学則」，「教授会

規程」を修正する。 

 

研究科に研究科長を置き研究科の運営方針，教員人事，予算の責任者となる。研究科長の下に，

研究科代議員会，各専攻教授会を置く。 

研究科代議員会は，研究科長，各専攻長，各専攻から選出された専任教授で組織し，研究科の管

理運営に関する事項，各専攻教授会から付託された事項を審議し，議決する。 

なお，各専攻教授会から付託された事項については，研究科代議員会の議決をもって，各専攻教

授会の議決とする。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（195，197ページ） 

新 旧 

（195ページ） 

（１）研究科の管理運営 

（中略） 

② 管理運営体制 

研究科には，研究科教授会，教育クラスター

運営委員会の教学面に関わる委員会を設置す

る。所掌する業務は以下のとおりである。 

ア．研究科教授会 

研究科における教育課程の編成，学生の入

学・課程の修了，学位の授与などの研究科の教

育研究に関する重要な事項を審議するため，研

究科長の下に，研究科代議員会，各専攻教授会

を置く。 

研究科代議員会は，研究科長，各専攻長，各

専攻から選出された専任教授で組織し，研究科

の管理運営に関する事項，各専攻教授会から付

託された事項を審議し，議決する。各専攻教授

会から付託された事項については，研究科代議

委員会の議決を持って，各専攻教授会の議決と

する。 

（163ページ） 

（１）研究科の管理運営 

（中略） 

② 管理運営体制 

研究科には，研究科教授会，教育クラスター

運営委員会の教学面に関わる委員会を設置す

る。所掌する業務は以下のとおりである。 

ア．研究科教授会 

研究科における教育課程の編成，学生の入

学・課程の修了，学位の授与などの研究科の教

育研究に関する重要な事項を審議するため，研

究科の専任教授で構成される「創成科学研究科

教授会」を置く。なお，教授会は原則として毎

月１回定期的に開催する。 

   （以下略） 
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各専攻教授会は，当該専攻の専任教授（教授

会が必要と認める教員を含む。）で組織し，当

該専攻の教育課程の編成，学生の入学・課程の

修了，学位の授与，その他教育研究に関する事

項を審議する。 

  （以下略） 

（197ページ） 

② 臨床心理学専攻 

（中略） 

イ．管理運営体制 

本専攻全体を管理運営する目的で，臨床心理

専攻教授会，運営会議，教務入試委員会，FD  委

員会等の教学面に関わる主要な委員会を設置し

て機能させる体制とする。それらが所掌する業

務と構成は以下のとおりである。 

（ア）臨床心理学専攻教授会議 

本専攻における教育課程の編成，学生の入

学・課程の修了，学位の授与等，本専攻の教育

研究に関する重要な事項を審議するため，本専

攻の専任教員で構成される「臨床心理学専攻教

授会」を置く。なお，専攻教授会は，必要に応

じて研究科代議員会に審議・議決を付託するこ

とできる。また，専攻教授会は原則として毎月

１回定期的に開催する。 

  （以下略） 

 

 

 

 

 

 

（164ページ） 

② 臨床心理学専攻 

（中略） 

イ．管理運営体制 

本専攻全体を管理運営する目的で，臨床心理

学専攻教授会，運営会議，教務入試委員会，FD  

委員会を置き，組織の円滑な運営を図る。 

 

 

（ア）臨床心理学専攻教授会 

本専攻における教育課程の編成，学生の入

学・課程の修了，学位の授与等，専攻の教育研

究に関する重要な事項を審議するため，「教授

会」を置く。教授会は，本専攻の専任教員から

構成される。なお，教授会は原則として毎月１

回定期的に開催する。 

  （以下略） 

 

 
（新旧対照表）学則（12 , 55 ページ） 

新 旧 

（12ページ） 

○徳島大学大学院学則（案） 

（中略） 

第９章 運営組織 

（教授会） 

第３２条 大学院の管理運営のため，研究部及

び教育部並びに創成科学研究科各専攻に教授

会を置く。 

２ 前項の教授会については，別に定める。 

（以下略） 

 

（12ページ） 

○徳島大学大学院学則（案） 

（中略） 

第９章 運営組織 

（教授会） 

第３２条 大学院の管理運営のため，研究部及

び研究科等に教授会を置く。 

 

２ 前項の教授会については，別に定める。 

（以下略） 
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（55ページ） 

○徳島大学大学院創成科学研究科規則（案） 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 徳島大学大学院創成科学研究科（以下

「本研究科」という。）に関する事項は，徳

島大学大学院学則（以下「学則」という。）

及び徳島大学学位規則（以下「学位規則」と

いう。）に定めるもののほか，この規則の定

めるところによる。 

２ 学則，学位規則及びこの規則に定めるもの

のほか，本研究科に関する事項は，徳島大学

大学院創成科学研究科の各専攻に置く教授会

又は徳島大学大学院創成科学研究科代議員会

（以下「教授会等」という。）が定める。 

（以下略） 

（55ページ） 

○徳島大学大学院創成科学研究科規則（案） 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 徳島大学大学院創成科学研究科（以下

「本研究科」という。）に関する事項は，徳

島大学大学院学則（以下「学則」という。）

及び徳島大学学位規則（以下「学位規則」と

いう。）に定めるもののほか，この規則の定

めるところによる。 

２ 学則，学位規則及びこの規則に定めるもの

のほか，本研究科に関する事項は，徳島大学

大学院創成科学研究科教授会（以下「教授会」

という。）が定める。 

（以下略） 

 
（新旧対照表）教授会規程（1 , 6 ページ） 

新 旧 

（1ページ） 

○徳島大学大学院教育部等教授会通則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は，徳島大学大学院学則第３

２条第２項の規定に基づき，教育部及び創成

科学研究科各専攻（以下「教育部等」という。）

に置く教授会（以下「教授会」という。）に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（審議事項等） 

第２条 教授会は，学長が次の各号に掲げる事

項について決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

(1) 学生の入学及び課程の修了 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか，教育研究に

関する重要な事項で，教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が別に定める

もの。 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学

長並びに研究科長及び教育部長（以下この項

（1ページ） 

○徳島大学大学院研究科等教授会通則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は，徳島大学大学院学則第３

２条第２項の規定に基づき，研究科及び教育

部（以下「研究科等」という。）に置く教授

会（以下「教授会」という。）について必要

な事項を定めるものとする。 

（審議事項等） 

第２条 教授会は，学長が次の各号に掲げる事

項について決定を行うに当たり意見を述べる

ものとする。 

(1) 学生の入学及び課程の修了 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 前２号に掲げるもののほか，教育研究に

関する重要な事項で，教授会の意見を聴く

ことが必要なものとして学長が別に定める

もの。 

２ 教授会は，前項に規定するもののほか，学

長及び研究科等の長（以下この項において「学
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において「学長等」という。）がつかさどる

教育研究に関する事項について審議し，及び

学長等の求めに応じ，意見を述べることがで

きる。 

（組織） 

第３条 教授会は，次の各号に掲げる構成員を

もって組織する。 

(1) 教育部等の長 

(2) 当該教育部等を担当する教授 

２ 教授会の組織には，当該教育部等において

授業又は研究指導を担当する教授，准教授，

講師及び助教を加えることができる。 

（議長） 

第４条 教授会に議長を置き，教育部等の長を

もって充てる。 

２ 議長は，教授会を招集する。 

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじ

め指名する構成員が，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 教授会は，構成員の半数以上の出席が

なければ，議事を開き，議決することができ

ない。ただし，特別の必要があると認められ

るときは，半数以上であって教育部等の定め

る割合以上の構成員の出席がなければ，議事

を開き，議決することができないとすること

ができる。 

２ 議事は，出席した構成員の過半数をもって

決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。ただし，特別の必要があると認め

られるときは，半数以上であって教育部等の

定める割合以上の多数をもって議決しなけれ

ばならないとすることができる。 

（代議員会等） 

第６条 教授会は，その定めるところにより，

構成員のうちの一部の者をもって構成される

代議員会，専門委員会等（以下「代議員会等」

という。）を置くことができる。 

２ 教授会は，その定めるところにより，代議

員会等の議決をもって，教授会の議決とする

長等」という。）がつかさどる教育研究に関

する事項について審議し，及び学長等の求め

に応じ，意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第３条 教授会は，次の各号に掲げる構成員を

もって組織する。 

(1) 研究科等の長 

(2) 当該研究科等を担当する教授 

２ 教授会の組織には，当該研究科等において

授業又は研究指導を担当する教授，准教授，

講師及び助教を加えることができる。 

（議長） 

第４条 教授会に議長を置き，研究科等の長を

もって充てる。 

２ 議長は，教授会を招集する。 

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじ

め指名する構成員が，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 教授会は，構成員の半数以上の出席が

なければ，議事を開き，議決することができ

ない。ただし，特別の必要があると認められ

るときは，半数以上であって研究科等の定め

る割合以上の構成員の出席がなければ，議事

を開き，議決することができないとすること

ができる。 

２ 議事は，出席した構成員の過半数をもって

決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。ただし，特別の必要があると認め

られるときは，半数以上であって研究科等の

定める割合以上の多数をもって議決しなけれ

ばならないとすることができる。 

（代議員会等） 

第６条 教授会は，その定めるところにより，

構成員のうちの一部の者をもって構成される

代議員会，専門委員会等（以下「代議員会等」

という。）を置くことができる。 

２ 教授会は，その定めるところにより，代議

員会等の議決をもって，教授会の議決とする
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ことができる。 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，教授会

について必要な事項は，教授会の議を経て教

育部等の長が別に定める。 

２ 教育部等の長は，前項により定めたときは，

学長に報告しなければならない。 

（以下略） 

 

（6ページ） 

○徳島大学大学院創成科学研究科専攻教授会細

則（案） 

（趣旨） 

第１条 この細則は，徳島大学大学院研究科等

教授会通則（以下「通則」という。）第７条

第１項の規定に基づき，徳島大学大学院創成

科学研究科（以下「研究科」という。）の各

専攻に置く教授会（以下「専攻教授会」とい

う。）について必要な事項を定めるものとす

る。 

（組織） 

第２条 各専攻に，次に掲げる専攻教授会を置

く。 

(1) 地域創成専攻教授会 

(2) 臨床心理学専攻教授会 

(3) 理工学専攻教授会 

(4) 生物資源学専攻教授会 

２ 専攻教授会は，研究科の各専攻において授

業又は研究指導を担当する専任の教授をもっ

て組織する。 

３ 専攻教授会が必要と認めるときは，前項に

掲げる以外の者を加えることができる。 

（会議の開催日） 

第３条 専攻教授会は，原則として，毎月（８

月を除く。）第２木曜日（この日が休日に当

たるときは，その翌日とする。）に開催する。

ただし，緊急やむを得ないときは，この限り

でない。 

 

ことができる。 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，教授会

について必要な事項は，教授会の議を経て研

究科等の長が別に定める。 

２ 研究科等の長は，前項により定めたときは，

学長に報告しなければならない。 

（以下略） 

 

（6ページ） 

○徳島大学大学院創成科学研究科教授会細則

（案） 

（趣旨） 

第１条 この細則は，徳島大学大学院研究科等

教授会通則（以下「通則」という。）第７条

第１項の規定に基づき，徳島大学大学院創成

科学研究科教授会（以下「教授会」という。）

について必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（組織） 

第２条 教授会は，徳島大学大学院創成科学研

究科において授業又は研究指導を担当する教

授をもって組織する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会議の開催日） 

第３条 教授会は，原則として，毎月（８月を

除く。）第３木曜日（この日が休日に当たる

ときは，その翌日とする。）に開催する。た

だし，緊急やむを得ないときは，この限りで

ない。 
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（提案事項の提出） 

第４条 専攻教授会に提案を希望する事項があ

るときは，開催日の３日前までに専攻長に提

出するものとする。ただし，緊急やむを得な

いときは，この限りでない。 

（開催通知） 

第５条 議題は，開催日の２日前までに構成員

に通知する。ただし，追加又は緊急を要する

議題については，この限りでない。 

（会議の記録） 

第６条 議事は，すべてその要旨を記録してお

くものとする。 

（研究科代議員会） 

第７条 研究科の円滑な運営を図るため，研究

科に，通則第６条第１項に規定する研究科代

議員会を置く。 

２ 専攻教授会は，研究科代議員会の議決をも

って，専攻教授会の議決とする。 

３ 研究科代議員会について必要な事項は，研

究科長が別に定める。 

（議事及び運営の細目） 

第８条 専攻教授会の議事及び運営の方法につ

いて，通則及びこの細則に規定されていない

事項については，その都度専攻教授会におい

て決定する。 

 

 

 

（雑則） 

第９条 この細則に定めるもののほか，専攻教

授会について必要な事項は，専攻教授会の議

を経て研究科長が別に定める。 

   （以下略） 

（提案事項の提出） 

第４条 教授会に提案を希望する事項があると

きは，開催日の３日前までに研究科長に提出

するものとする。ただし，緊急やむを得ない

ときは，この限りでない。 

（開催通知） 

第５条 議題は，開催日の２日前までに構成員

に通知する。ただし，追加又は緊急を要する

議題については，この限りでない。 

（会議の記録） 

第６条 議事は，すべてその要旨を記録してお

くものとする。 

（代議員会） 

第７条 教授会の円滑な運営を図るため，教授

会に，通則第６条第１項に規定する代議員会

を置く。 

２ 教授会は，代議員会の議決をもって，教授

会の議決とする。 

３ 代議員会について必要な事項は，教授会の

議を経て，研究科長が別に定める。 

（議事及び運営の細目） 

第８条 教授会の議事及び運営の方法につい

て，通則及びこの細則に規定されていない事

項については，その都度教授会において決定

する。 

（細則の改廃） 

第９条 この細則の改廃は，構成員の３分の２

以上の同意を要する。 

（雑則） 

第１０条 この細則に定めるもののほか，教授

会について必要な事項は，教授会の議を経て

研究科長が別に定める。 

（以下略） 
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（改善事項） 創成科学研究科 臨床心理学専攻（Ｍ） 

１４．＜教員組織の継続性が不明確＞ 

実習水準の確保の方策として，公認心理師受験資格取得の目的の実習先には「心理技術者（当面

は臨床心理士，その後は公認心理師）」が配置されている施設へ依頼するとしているが，当該実習

科目に関しての科目評価等については，公認心理師資格取得者が行うことが望まれるが，本専攻の

教員組織の継続性の観点から，教員組織がどのように継続的に配置されるのかを明確に説明するこ

と。 

（対応） 

意見にあるように，公認心理師資格を取得した教員の組織的配置については記載が無かった。教員

の定年，異動によって欠員が生じた場合，欠員が生じた分野について，公認心理師を取得した教員を

継続的に配置する必要がある。この点および公認心理師資格の取得状況について，当該箇所に加筆し

た。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（126ページ） 

新 旧 

（126ページ） 

② 臨床心理学専攻 

イ．教員組織の編成 

本専攻では，臨床心理学とその関連領域に関

する幅広い知識と論理的思考力を備え，心の健

康の回復と保持増進の観点から，地域社会の構

築に貢献できる人材を養成するために，臨床心

理学とその関連分野を専門とする教員を，臨床

心理士・公認心理師の資格取得への対応という

観点も踏まえ配置する。 

教員の定年，異動によって欠員が生じた場合，

欠員が生じた分野について，公認心理師を取得

した教員を採用し，継続的に配置する。なお，

現在，８名の臨床心理士教員が在籍しているが，

その内の７名が公認心理資格を取得しており，

残り一人も，今年度に受験する予定である。 

 

（105ページ） 

② 臨床心理学専攻 

イ．教員組織の編成 

本専攻では，臨床心理学とその関連領域に関

する幅広い知識と論理的思考力を備え，心の健

康の回復と保持増進の観点から，地域社会の構

築に貢献できる人材を養成するために，臨床心

理学とその関連分野を専門とする教員を，臨床

心理士・公認心理師の資格取得への対応という

観点も踏まえ配置する。 
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